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   第 ９ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 
平成26年２月21日（金曜日） 

            午前10時０分開議 

            午後０時14分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算（第５号） 

 議案第５号 平成25年度熊本県港湾整備事

業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第６号 平成25年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計補正予算（第１

号）のうち 

 議案第７号 平成25年度熊本県用地先行取

得事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第12号 平成25年度熊本県流域下水道

事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第21号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算（第６号） 

 議案第22号 平成25年度熊本県流域下水道

事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第34号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第35号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第36号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第37号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第38号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第39号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第１号 専決処分の報告について 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

        副委員長 杉 浦 康 治 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 松 岡   徹 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 船 原 幸 信 

       政策審議監 佐 藤 伸 之 

     河川港湾局長兼 

     土木技術審議監 渡 邊   茂 

      道路都市局長 猿 渡 慶 一 

      建築住宅局長 生 田 博 隆 

        監理課長 成 富   守 

      用地対策課長 立 川   優 

    土木技術管理課長 西 田   浩 

      道路整備課長 手 島 健 司 

      首席審議員兼 

      道路保全課長 増 田   厚 

      都市計画課長 平 尾 昭 人 

      下水環境課長 軸 丸 英 顕 

        河川課長 持 田   浩 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 

        建築課長 坂 口 秀 二 

        営繕課長 田 邉   肇 

        住宅課長 平 井   章 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 上 野 弘 成 

     政務調査課主幹 福 田 聖 哉 

――――――――――――――― 
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  午前10時０分開議 

○内野幸喜委員長 それでは、ただいまより

第９回建設常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に10名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

等を議題とし、これについて審査を行いま

す。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るため着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、船原土木部長に総括説明をお願

いします。 

 

○船原土木部長 おはようございます。 

 今回の定例県議会に提出しております議案

の説明に先立ちまして、最近における土木部

行政の動向について御説明申し上げます。 

 まず、瀬戸石ダムの水利権の更新に関し、

国土交通省から許可したいので知事の意見を

求めますとの照会がありました件について御

報告いたします。 

 去る２月12日に、環境、水産及び農業振

興、治水対策、地域とのコミュニケーション

という４点について、瀬戸石ダムとしてでき

る限り対応するよう附帯意見を付した上で、

支障なしと回答いたしました。 

 瀬戸石ダムが、環境や地域と共生し、今後

も再生可能エネルギーの確保や地域雇用、経

済などに貢献していただくことを期待してい

ます。 

 次に、平成24年度の国の緊急経済対策予算

の執行についてでございますが、土木部が事

業主体となる約300億円のうち、１月末現在

の契約額は約290億円で、率にして約96％に

なっております。 

 このように緊急経済対策事業、さらには災

害関係事業などに、発注者及び受注者双方が

鋭意取り組んでいるところでございますが、

本県においては公共事業費が急激に増加し、

現場では資機材、労務者が不足・高騰し、現

在設定している工期内で完了することが厳し

い状況にあります。 

 このため、３月末に工事が完了しない箇所

については事故繰越制度を活用し、工期延長

を行うよう財務局と個別協議を進めていま

す。 

 また、平成26年２月１日から労働市場の実

勢価格を適正・迅速に反映させるため、公共

工事設計労務単価を前倒しいたしまして、7.

1％の引き上げを行ったところでございま

す。 

 あわせて、施工中の工事につきましても、

一定の要件を満たすものはインフレスライド

制度を適用し、この労務単価引き上げを反映

させることといたしました。 

 今後も現場の状況を適切に把握し、できる

限り円滑かつ適正に工事が進むようしっかり

取り組んでまいります。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案について御説明いたしま

す。 

 今回提案しております議案は、補正予算関

係議案７件、条例等関係議案６件、報告関係

１件でございます。 

 初めに、平成25年度２月補正予算の概要に

ついて御説明いたします。 

 今回の補正予算は、社会資本整備総合交付

金事業等の内示減及び国直轄事業や災害復旧

事業の事業量の確定に伴う減額補正などで、

一般会計、特別会計を合わせまして合計で14

5億6,421万2,000円の減額を計上しておりま

す。 

 また、国の経済対策に係る補正予算につき

ましては、別冊で提案しており、一般会計、

特別会計を合わせまして合計で93億3,108万

9,000円の増額を計上しております。 
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 また、次年度へ繰り越す繰越明許費の設定

として、国の経済対策に係る補正額を含め84

億5,483万5,000円の追加設定をお願いしてお

ります。 

 次に、条例等関係議案につきましては、道

路管理瑕疵関係の専決処分の報告及び承認に

ついて６件の御審議をお願いしております。 

 報告案件につきましては、職員の交通事故

に係る専決処分の報告について１件を御報告

させていただきます。 

 以上、議案の概要等を総括的に御説明申し

上げましたが、詳細につきましては担当課長

から説明をいたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 今後とも、各事業の推進に積極的に取り組

んでまいりますので、委員各位の御支援と御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

○内野幸喜委員長 次に、付託議案等につい

て関係課長から順次説明をお願いします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 最初に、資料の確認をお願いします。 

 今回は、建設常任委員会説明資料と国の経

済対策に係る別冊、経済対策分の２冊を用意

しております。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料により御説明させていただきます。 

 建設常任委員会説明資料の１ページ、平成

25年度２月補正予算資料をお願いいたしま

す。このページは、土木部全体の予算額の状

況を記載しておりますが、今回の補正予算は

社会資本整備総合交付金事業等の国庫内示

減、国直轄事業や災害復旧事業の事業量の確

定に伴う減額補正等でございます。 

 その内訳につきましては、上の表の２段目

の今回補正額でございますが、一般会計の普

通建設事業としましては、補助事業で117億4

95万8,000円の減額、県単事業で１億6,471万

円の増額、直轄事業で13億7,115万2,000円の

減額を計上しております。 

 次に、災害復旧事業につきましては、補助

事業で８億494万6,000円の減額、県単事業で

893万7,000円の減額、直轄事業で３億1,963

万6,000円の増額を計上しております。 

 投資的経費計としましては、134億564万7,

000円の減額となります。 

 また、消費的経費につきましては、１億1,

209万5,000円の増額を計上しており、一般会

計計としましては132億9,355万2,000円の減

額となります。 

 次に、その右側の特別会計ですが、投資的

経費で12億147万9,000円の減額、消費的経費

で6,918万1,000円の減額を計上しており、合

計で12億7,066万円の減額となります。 

 その右側の一般会計、特別会計を合わせた

合計の欄でございますが、145億6,421万2,00

0円の減額となります。 

 次に、２ページをお願いします。 

 平成25年度２月補正予算総括表でございま

す。１が一般会計、２から５が特別会計の予

算総括表でございます。 

 課ごとの補正額とともに、右側に今回補正

額の財源内訳を記載しております。 

 一番下の土木部合計の欄をごらんくださ

い。 

 国支出金が65億314万6,000円の減額、地方

債が127億4,977万円の減額。その他が43億2,

208万6,000円の増額、一般財源が３億6,661

万8,000円の増額でございます。これは、そ

れぞれの事業ごとの国支出金や地方債などの

財源が確定したこと等に伴うものでございま

す。 

 以上が、土木部全体の予算額の状況でござ

います。 

 次に、別冊の建設常任委員会説明資料、経

済対策分の１ページ、平成25年度２月補正予

算資料、別冊経済対策分をお願いいたしま

す。 

 このページは、土木部全体の予算額の状況
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を記載しておりますが、今回の別冊補正予算

は国の経済対策に伴う補正でございます。 

 １段目、補正前予算額は、12月補正予算後

の予算額を計上しております。 

 ２段目、補正額は、先ほど説明いたしまし

た平成25年度２月補正予算資料の予算額を計

上しております。 

 ３段目、別冊補正額が、今回経済対策に係

る補正予算額を計上しております。 

 一般会計の普通建設事業としましては、補

助事業で80億7,343万5,000円、直轄事業で12

億1,025万4,000円の増額を計上しておりま

す。 

 投資的経費計としましては、92億8,368万

9,000円の増額となります。 

 次に、その右側の特別会計ですが、投資的

経費で4,740万円の増額を計上しており、そ

の右側の一般会計、特別会計を合わせた合計

の欄でございますが、93億3,108万9,000円の

増額となります。 

 次に、２ページをお願いします。 

 平成25年度２月補正予算総括表でございま

す。１が一般会計、２から５が特別会計の予

算総括表でございます。 

 課ごとの補正額とともに、右側に今回補正

額の財源内訳を記載しております。 

 一番下の土木部合計の欄をごらんくださ

い。 

 国支出金が42億5,056万7,000円、地方債が

46億9,900万円、その他が２億1,657万円、一

般財源が１億6,495万2,000円の増額でござい

ます。 

 以上が、土木部全体の予算額の状況でござ

います。 

 また、建設常任委員会説明資料にお戻りく

ださい。 

 ３ページをお願いします。 

 このページ以降は、各課の補正予算の詳細

を記載しております。 

 監理課の補正予算につきましては、主なも

のについて御説明させていただきます。 

 まず、２段目の職員給与費でございます。

職員の給与費につきましては、職員給与費ま

たは事業費の職員給与費として、４ページ以

降全ての課に出てまいりますので、監理課か

ら代表して説明させていただき、各課からの

説明は割愛させていただきます。 

 職員の給与費は、当初予算の段階では前年

度末の退職予定者を除く在職職員で年間賞与

額を計上し予算計上しているため、今回の補

正では平成25年４月１日以降の人事異動、組

織見直し、職員の新規採用等による人員の変

動に伴う給与の増減等を計上しております。 

 監理課関係分としましては、908万円を増

額しております。 

 記載しておりませんが、土木部全体では27

1万7,000円の減額となり、補正後の額は62億

1,287万2,000円となります。 

 次に、３段目の管理事務費でございます

が、3,805万7,000円を減額しております。 

 内訳としましては、熊本市、天草市、合志

町から県へ研修に来ている市町村職員の人件

費負担分として、1,418万8,000円を増額する

とともに、東日本大震災に遭いました宮城県

等に職員派遣に要する経費として、今年度は

派遣人員を熊本広域大水害が発生しましたの

で３名減としたことに伴い5,224万5,000円を

減額しております。 

 次に、４段目の幹線道路整備基金積立金で

ございますが、本年度発生します基金運用利

息32万2,000円を基金に積み立てるものでご

ざいます。 

 次に、６段目の管理運営費についてです

が、熊本土木事務所庁舎の耐震改修工事に要

する経費の執行残額501万8,000円を減額して

おります。 

 以上、今回の監理課の一般会計補正額は3,

367万3,000円の減額となっております。よろ

しくお願いします。 
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○立川用地対策課長 用地対策課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 ここは職員給与費でございますので、割愛

させていただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 用地先行取得事業特別会計でございます。 

 河川改良費につきまして、10億1,777万円

を国庫補助事業採択に伴い減額しておりま

す。これは、白川の熊本市工区における用地

取得費として計上していたものですが、一般

会計におきまして河川激甚災害対策特別緊急

事業費が確保できましたので、全額を減額す

るものでございます。 

 用地対策課は、以上でございます。 

 

○西田土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 次の資料の７ページをお願いいたします。 

 上から３段目の土木業務推進費でございま

すが、これは今月７日に視察いただきました

熊本県建設技術センターへの研修計画策定費

などを計上しております。 

 その財源として、同センターの土地及び建

物が県有財産であることから、同センターか

らの貸付料収入を充当しておりまして、貸付

料の見直しに伴う財源更正を行うものでござ

います。 

 土木技術管理課は、以上です。 

 

○手島道路整備課長 道路整備でございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 まず、道路橋梁総務費ですが、主なものと

いたしまして、上から３段目の国直轄事業負

担金でございますが、４億6,178万3,000円の

増額です。これは、国の事業費確定に伴う県

負担金の増となるものです。 

 次に、７段目の損害弁償返納金でございま

すが、損害弁償金として設計額を納付させて

おりましたが、精算に伴う返納額として170

万3,000円を計上しております。 

 次に、道路新設改良費ですが、主なものと

いたしまして、最下段の道路改築費でござい

ますが、国庫内示減により事業費２億1,400

万円の減でございます。 

 10ページをお願いします。 

 ２段目の地域道路改築費でございますが、

国庫内示減により31億8,862万3,000円の減で

ございます。 

 ３段目の単県幹線道路特別事業費でござい

ますが、事業費確定に伴う減として事業費4,

193万5,000円の減でございます。 

 ４段目の道路施設保全改築費(橋梁補修分)

でございますが、事業費確定に伴う減として

1,005万6,000円の減でございます。 

 このほか橋梁維持費も含めまして、内容財

源更正によるものと合わせまして、最下段で

ございますが、道路整備課の補正予算額は29

億2,297万9,000円の減額となり、この結果、

補正後の額は186億9,174万5,000円となりま

す。 

 続きまして、別冊資料の３ページをお願い

いたします。 

 国の経済対策による補正予算に伴うものを

計上しております。 

 まず、上から２段目の国直轄事業負担金で

ございますが、４億9,600万円の増額でござ

います。これは、国の経済対策による補正予

算に伴う国の事業費の増に伴います県負担金

の増でございます。 

 内訳としましては、南九州西回り自動車

道、これは国道３号なんですけれども、それ

と国道57号立野拡幅、瀬田拡幅及び交通安全

施設整備に要する費用として計上しておりま

す。 

 次に、４段目の道路改築費でございます

が、事業費４億6,464万円の増でございま

す。国道265号大矢野バイパスの新天門橋の

工事促進等に要する経費でございます。 
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 ５段目の地域道路改築費でございますが、

事業費４億8,100万円の増でございます。内

訳としましては、国道325号鹿本拡幅ほか８

カ所でございます。 

 ６段目の道路施設保全改築費(橋りょう補

修分)でございますが、事業費２億7,470万円

の増でございます。内訳としましては、国道

387号泗水橋ほか36カ所でございます。 

 最下段でございますが、道路整備課の補正

予算額は17億1,634万円の増額となり、この

結果、補正後の額は204億808万5,000円とな

ります。 

 道路整備課は、以上でございます。 

 

○増田道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 説明資料のほうに戻っていただきまして、

11ページをお願いします。 

 上から３段目の道路管理費ですが、市町村

から派遣されている職員の人件費負担金の増

に伴い、24万9,000円の増額補正をお願いし

ています。 

 また、４段目の指導監督事務費につきまし

ては、国庫内示減に伴い20万円の減額補正を

するものです。 

 次に、最下段の単県道路修繕費でございま

すが、宮崎、大分両県から受託している県境

トンネルの維持修繕工事の増額に伴いまし

て、工事負担金を867万4,000円増額補正する

ものです。 

 次に、12ページをお願いします。 

 下から２段目の道路施設保全改築費でござ

いますが、国庫内示減により１億1,763万円

の減額補正をお願いするものです。 

 この結果、最下段に示すとおり道路保全課

関係の２月補正の通常分の総額は2,478万3,0

00円の減額となります。補正後の予算総額

は、141億4,280万9,000円となります。 

 次に、２月補正経済対策分について説明し

ます。説明資料別冊の４ページをお願いいた

します。 

 ２段目の道路施設保全改築費でございます

が、国の経済対策に伴い道路災害防除事業や

舗装補修事業などの道路施設の補修を実施す

る費用として、県道囲砥用線ほか35カ所に14

億7,100万円を計上しています。この結果、

最下段に示すとおり、道路保全課関係の経済

対策分の補正の総額は14億7,100万円の増額

となり、補正後の予算総額は156億1,380万9,

000円となります。 

 道路保全課の説明は、以上でございます。 

 

○平尾都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 説明資料のほうをお願いいたします。13ペ

ージです。 

 補正予算につきまして、主なものを御説明

いたします。 

 上から６段目の都市計画総務費でございま

すが、51億7,807万円の減額としておりま

す。 

 その主な内訳としましては、次の14ページ

をお願いいたします。 

 １段目の公園維持費でございますが、これ

は、テクノ中央緑地及び本妙寺山緑地管理運

営業務と水俣広域公園及び水俣港緑地管理運

営業務の管理につきましては、指定管理者に

委託しておりますが、平成26年４月からの消

費税増税に伴い、平成26年から平成28年に至

る３カ年の消費増税分の債務負担行為の設定

をお願いしております。 

 次の２段目の都市計画推進事務費でござい

ますが、市町村派遣職員人件費の負担金1,20

4万5,000円を計上しております。 

 次の３段目の都市交通調査費でございます

が、国庫内示減に伴います3,750万円の減額

でございます。 

 上から５段目の市町村負担金返納金でござ

いますが、事業費確定に伴い市町村負担金を

返納するもので、383万円を計上しておりま
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す。 

 最下段、都市計画調査費でございますが、

事業費確定に伴いまして1,820万円の減額で

ございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 一番上の段の連続立体交差事業費でござい

ますが、国庫内示減に伴いまして、51億4,30

0万円の減額でございます。 

 上から３段目の熊本駅周辺地域鉄道高架基

金積立金でございますが、基金への積立金の

確定に伴うもので、352万円を計上しており

ます。 

 街路事業費でございますが、上から６段目

の街路整備事業費は、国庫内示減に伴い１億

1,900万円の減額でございます。 

 最下段の都市公園費でございますが、主な

ものとして、説明欄の都市公園整備事業費が

国庫内示減により２億2,092万7,000円の減額

でございます。また、鞠智城国営公園化ＰＲ

事業につきまして、1,613万円の債務負担行

為の設定をお願いしております。 

 16ページをお願いいたします。 

 以上、都市計画課は、最下段のとおり計55

億3,172万2,000円の減額補正をお願いしてお

ります。 

 続きまして、別冊について御説明いたしま

す。別冊資料をお願いいたします。５ページ

をお願いいたします。 

 上から１段目の都市計画総務費は４億5,00

0万円の増額でございます。これは連続立体

交差事業費でございまして、ＪＲ鹿児島本線

等の高架化工事を行う経費でございます。 

 次に、３段目の都市公園費は１億100万円

の増額でございます。これは都市公園整備事

業費でございまして、県営八代運動公園ほか

１カ所の公園の整備を行う経費でございま

す。 

 以上、都市計画課の別冊補正額は計５億5,

100万円の増額補正をお願いしております。 

 この結果、補正後の予算額は先ほどの補正

予算と合わせ59億391万7,000円になります。 

 都市計画課は、以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

 

○軸丸下水環境課長 下水環境課です。 

 委員会資料17ページをお開き願います。 

 まず、一般会計でございます。上から７段

目の団体営農業集落排水事業費350万円の減

は、市町村事業に対する指導監督事務費の国

庫内示減によるものでございます。 

 次の、18ページをお願いします。 

 ２段目の漁業集落環境整備事業費の増104

万円は、市町村が前年度に実施した農業集落

排水事業費の6.5％を県が補助する後年度交

付金でありまして、国の経済対策に伴い24年

度の国庫補助事業費が増額されたことによる

ものでございます。 

 上から６段目の指導監督事務費640万5,000

円の減は、国庫内示減でございます。 

 下から３段目の、流域下水道事業特別会計

繰出金440万円の減は、公債費の償還実績の

減によるものでございます。 

 以上により、最下段に記載のとおり一般会

計では1,075万8,000円の減額となり、補正後

の総額は10億9,137万4,000円となります。 

 次に、流域下水道事業特別会計でございま

す。委員会説明資料19ページをお願いいたし

ます。 

 上から３段目の熊本北部流域下水道管理費

6,300万3,000円の減は、維持管理費及び消費

税確定に伴う納付額の減によるものであり、

６段目の熊本北部流域下水道建設費の9,992

万3,000円の減は、国庫内示減によるもので

ございます。 

 下から２段目の球磨川上流流域下水道管理

費560万8,000円の減は、維持管理費の減と消

費税確定に伴う納付額の減によるもので、次

の20ページ２段目の球磨川流域下水道建設費

1,130万円の減は、国庫内示減によるもので

ございます。 
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 さらに、上から４段目の八代北部流域下水

道管理費638万5,000円の減は、維持管理費の

減と消費税確定に伴う納付額の減によるもの

で、７段目の八代北部流域下水道建設費の84

4万7,000円の減は、事業費の確定によるもの

でございます。 

 一番下の段の元金60万8,000円の増は、実

績に伴う起債償還元金の増で、21ページ１段

目の利子796万1,000円の減は、起債借り入れ

実績に伴う起債償還利子の減でございます。 

 ３段目の、一般会計繰出金42万4,000円の

増は、熊本北部浄化センターで発電した電力

が持つ環境付加価値の売却収入の増によるも

のでございます。 

 続きまして、経済対策に伴う補正予算につ

いて御説明いたします。別冊説明資料６ペー

ジをお願いいたします。 

 一般会計について補正はございませんで、

流域下水道事業特別会計の補正でございま

す。 

 上から２段目、球磨川上流流域下水道建設

費について4,740万円の補正をお願いしてお

りますが、これは流域下水道管渠の耐震対策

工事を行うものでございます。 

 これにより、補正後の流域下水道事業特別

会計の予算額は、最下段のとおり27億9,518

万円となります。 

 下水環境課は、以上です。 

 

○持田河川課長 河川課でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 説明資料の23ページをお願いいたします。 

 最上段の河川海岸総務費で16億6,489万9,0

00円の減額を計上しております。 

 主なものを御説明いたします。 

 上から４段目の国直轄事業負担金で16億5,

347万円の減額を計上しております。これ

は、国事業費の確定に伴う県負担金の減額で

ございます。 

 次に、上から７段目の国庫支出金返納金

で、139万9,000円を計上しております。 

 これは国庫補助事業の事業費確定に伴う国

庫への返納金でございます。 

 そのほかは、職員給与費の増減及び財源更

正などでございます。 

 続きまして、下から２段目の河川改良費で

５億7,638万1,000円の減額を計上しておりま

す。 

 主なものを御説明いたします。 

 １つ下の河川改修事業費で、5,835万5,000

円の減額を、さらに、24ページ最上段の河川

激甚災害対策特別緊急事業費で５億8,000万

円の減額を、同じく、５段目の河川等災害関

連事業費で２億2,283万8,000円の減額を計上

しております。これは、いずれも国庫内示減

に伴うものでございます。 

 続きまして、同じく下から２段目の単県河

川災害関連事業費で、３億67万2,000円の増

額を計上しておりますが、これは補助事業に

より実施しております河川等災害関連事業費

におきまして、補助事業として事業採択を受

け、全体事業費が確定した後に労務単価等の

上昇により諸経費がふえたことによるもので

ございます。 

 続きまして、25ページ最上段をお願いいた

します。 

 海岸保全費で、1,373万7,000円の減額を計

上しております。 

 内訳についてですが、上から２段目の海岸

高潮対策事業費で2,462万円の増額と、３段

目の海岸保全施設補修事業費にて3,897万1,0

00円の減額を計上しております。これは、い

ずれも国庫補助事業の事業費確定によるもの

でございます。 

 次に、上から５段目の河川等補助災害復旧

費で４億7,338万3,000円の減額を計上してお

ります。 

 内訳ですが、下から３段目の直轄災害復旧

事業負担金で、３億1,963万6,000円の増額を

計上しています。これは直轄間における災害
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復旧事業の県負担額確定によるものでござい

ます。 

 最下段の現年発生国庫補助災害復旧費で８

億463万6,000円の減額でございますが、これ

は本年度発生した災害が少なかったことによ

る待ち受け予算の減額によるものでございま

す。 

 続きまして、26ページ最上段をお願いいた

します。 

 国庫支出返納金で、1,192万7,000円の増額

を計上しております。これは平成24年度に事

業費の確定を行い、国庫補助金を受け入れて

事業を実施した工区におきまして、他事業と

工区が重複したことにより、重複した災害復

旧事業工区の廃区を行ったために受け入れ済

みの補助金を返納するものでございます。 

 上から２段目の河川等単県災害復旧費の89

3万7,000円の減額については、事業費確定に

よるものでございます。 

 続きまして、別冊の経済対策分について御

説明いたします。別冊の７ページをお願いい

たします。 

 最上段の河川海岸総務費で４億8,134万円

の増額を計上しております。これは、国の補

正予算成立を受けて、国が行います河川改修

事業の県負担金でございます。 

 次に、３段目の河川改良費で、34億617万

6,000円の増額を計上しております。 

 主な事業を申し上げますと、５段目の河川

激甚災害対策特別緊急事業費で、30億1,500

万円の増額を計上しております。これは、激

特事業で取り組んでいる白川の龍田陳内４丁

目の掘削や、黒川の小倉湧水地の整備事業費

などでございます。 

 続きまして、下から２段目の海岸保全費

で、１億9,190万円の増額を計上しておりま

す。 

 主な事業を申し上げますと、８ページ上段

の海岸保全施設補修事業費で、１億8,584万

円の増額を計上しております。これは、明治

新田海岸ほか２海岸における老朽化した堤防

護岸や排水ゲートなどの海岸保全施設を補修

する事業でございます。 

 以上、河川課の補正後予算額は、８ページ

最下段、左から５列目にありますとおり234

億935万6,000円でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○松永港湾課長 港湾課です。 

 説明資料の27ページをごらん願います。 

 一般会計の補正について御説明いたしま

す。 

 まず、港湾管理費ですが、３段目の市町村

負担金返納金は、事業費の確定に伴う市負担

金の返納です。 

 次に、５段目の港湾建設費ですが、主なも

のを御説明いたしますと、下から２段目の港

湾調査費と最下段の国直轄事業負担金は、そ

れぞれ事業費の確定に伴う減額です。 

 その他の減額は、全て国庫内示減に伴うも

のです。 

 次に、28ページをごらん願います。 

 下から３段目の港湾整備事業特別会計繰出

金ですが、これは港湾特会の財源に充当して

いる繰出金の減額です。 

 以上、港湾課の一般会計については、７億

7,866万1,000円の減額となり、補正後の額は

54億2,577万円となります。 

 続きまして、29ページをごらん願います。 

 港湾整備事業特別会計について御説明いた

します。 

 ２段目の施設管理費は、職員給与費の増に

伴う補正です。 

 また、庁舎等管理業務に関しまして、債務

負担行為の設定をお願いしております。 

 ３段目の港湾修築費は、維持修繕費の事業

費確定に伴う減です。 

 ５段目の元金と６段目の利子は、起債の利

率見直し等に伴います増減です。 

 以上、港湾整備事業特別会計については、
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4,995万4,000円の減額補正となり、補正後の

額は31億893万2,000円となります。 

 続きまして、30ページをごらん願います。 

 臨海工業用地造成事業特別会計について御

説明いたします。 

 ２段目の漁業振興費及び４段目の元金とも

に財源更正を行っております。 

 続きまして、経済対策分を御説明いたしま

す。別冊資料の９ページをごらん願います。 

 ２段目の重要港湾改修事業費は、八代港に

おける臨港道路の冠水対策及び土砂処分場の

整備を行うものです。 

 ３段目の地方港湾改修事業費は、長洲港に

おける防波堤の整備等を行うものです。 

 ４段目の海岸高潮対策事業費は、田浦港海

岸において老朽化した排水機場の補修を行う

ものです。 

 ５段目の国直轄事業負担金は、八代港及び

熊本港における国直轄事業の増額に伴う負担

金の増額です。 

 ６段目の港湾環境整備事業費は、熊本港に

おける土砂処分場の護岸整備を行うもので

す。 

 ７段目の港湾補修事業費は、八代港におい

て老朽化した臨港道路の補修を行うもので

す。 

 以上、港湾建設費として、最下段のとおり

12億3,904万5,000円を追加補正いたしまし

て、補正後の額としては通常分の減額と合わ

せまして、66億6,481万5,000円となります。 

 港湾課は以上です。 

 

○古澤砂防課長 砂防課でございます。 

 まず、２月補正の通常分について御説明申

し上げます。 

 説明資料のほうに戻っていただきまして、

31ページをごらんください。 

 上から４段目でございます。砂防費で９億

8,553万8,000円の減額を計上しております。 

 主なものを御説明申し上げます。 

 １つ下の段の通常砂防費でございます。6,

504万2,000円の減額を、次の段の地すべり対

策事業費で1,880万円の減額を、次の段の急

傾斜地崩壊対策事業費で２億258万2,000円の

減額を計上しております。これは、いずれも

内示減に伴うものでございます。 

 それから、最下段の国直轄事業負担金でご

ざいます。１億108万1,000円の減額を計上し

ておりますが、これは国の事業費の確定に伴

います県の負担金の減額でございます。 

 次に32ページをごらんくださいませ。 

 最上段の国庫支出金返納金でございます。

31万6,000円を計上しておりますが、これは

平成23年度通常砂防事業の事業費確定に伴い

ます補助率差額を返納するものでございま

す。 

 １つ下の段の砂防激甚災害対策特別緊急事

業費でございます。１億4,700万円の減額

を、次の火山砂防事業費でございますが、４

億3,800万円の減額を計上しております。こ

れは、いずれも内示減に伴うものでございま

す。 

 それから、下から３段目の市町村負担金返

納金で67万2,000円を計上しております。こ

れは、平成23年度急傾斜地対策事業費等で、

事業費確定に伴います市町村負担金を返納す

るものでございます。 

 次の段の砂防設備等緊急改築事業費で、2,

100万円の減額を計上しております。これ

は、内示減に伴うものでございます。 

 その他につきましては、財源更正等でござ

います。 

 次に、経済対策について御説明申し上げま

す。別冊の10ページをお開きくださいませ。 

 最上段に砂防費で経済対策分といたしまし

て、１億3,922万9,000円を計上しておりま

す。 

 内容でございますが、１つ下の段の国の直

轄事業負担金で１億133万4,000円を計上して

おります。これは、国の補正予算成立後に国
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が行います川辺川流域の砂防施設等の整備費

の県の負担金でございます。 

 次の段の砂防設備等緊急改築事業費でござ

います。3,789万5,000円計上しておりまし

て、これは老朽化いたしました急傾斜地崩壊

対策施設の改築を行う事業でございます。 

 砂防課といたしましては、通常分と経済対

策分を合わせまして、補正後の予算額でござ

いますが、最下段の５列目になります69億1,

811万2,000円となります。 

 砂防課からは、以上でございます。 

 

○坂口建築課長 建築課でございます。 

 資料の33ページをお願いいたします。 

 補正予算の主なものにつきまして、御説明

いたします。 

 ４段目の建築基準行政費が156万7,000円の

減額、５段目のがけ地近接等危険住宅移転事

業費が196万5,000円の減額となっておりま

す。これらは、いずれも事業費の確定に伴う

ものでございます。 

 最後に、６段目の市街地環境整備促進費が

100万円の減額となっておりますが、これは

事業費の確定に伴います減額及び財源更正に

よるものでございます。 

 以上、建築課の補正予算額は、最下段でご

ざいますが、2,321万3,000円の減額補正でご

ざいまして、補正後の予算額は４億2,584万

1,000円となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○田邉営繕課長 営繕課でございます。 

 資料の34ページをお願いいたします。 

 ３段目の営繕管理費でございますが、事業

費確定に伴い5,431万7,000円を減額補正する

ものでございます。 

 以上、営繕課の補正予算額は、最下段のと

おり6,273万円の減額補正でございまして、

補正後の予算額は５億1,972万5,000円となっ

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○平井住宅課長 住宅課でございます。 

 資料の35ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の住宅管理費でございます

が、1,121万1,000円の減額を計上しておりま

す。このうち３段目の公営住宅維持管理費

で、事業費の確定に伴う減額及び県営住宅使

用料収入の増による財源更正をお願いしてお

ります。 

 次に、６段目の住宅建設費でございます

が、１億7,161万1,000円の減額を計上してお

ります。 

 その主なものでございますが、その次の段

の公営住宅建設費が1,534万9,000円の減額、

最下段の公営住宅ストック総合改善事業費が

１億2,733万1,000円の減額、また、次の36ペ

ージでございますが、２段目の高齢者向け優

良賃貸住宅供給促進事業費が3,068万6,000円

の減額を計上しております。これらは、国庫

内示減及び事業費の確定に伴う減額でござい

ます。 

 以上、住宅課の２月補正予算額は、最下段

のとおり１億8,282万2,000円の減額でござい

まして、補正後の予算額は18億6,897万2,000

円となっております。 

 続きまして、別冊資料の11ページをお願い

いたします。 

 国の経済対策によるものでございますが、

住宅建設費の公営住宅ストック総合改善事業

費で8,765万9,000円の増額をお願いしており

ます。これは、県営武蔵ヶ丘団地において外

壁改修工事及び防水改修工事を行うものでご

ざいます。 

 住宅課の２月補正後の予算額は、最下段の

とおり19億5,663万1,000円となっておりま

す。 

 住宅課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 
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○成富監理課長 そのまま、別冊の12ページ

をお願いします。 

 通常分、経済対策分それぞれわかれる資料

として、こちらのほうで繰越明許費の説明を

させていただきます。 

 これら補正額の欄に、２月補正の通常分、

別冊補正額経済対策分の欄に、２月補正の経

済対策分の額を掲載しています。 

 繰越明許費については、12月議会で承認い

ただいておりますが、２月議会では２月補正

予算における県単独事業の増額補正に係る分

等について、３億3,400万円の追加設定をお

願いしております。 

 また、国の経済対策に伴う２月補正予算に

ついては、適正工期の確保が困難であること

から、直轄事業負担金を除く全額81億2,083

万5,000円の追加設定をお願いしておりま

す。 

 追加設定後の繰り越し設定額は474億9,783

万5,000円となっております。 

 繰越明許費の説明は、以上でございます。 

 

○増田道路保全課長 道路の管理瑕疵に関す

る専決処分の報告及び承認については、説明

資料39ページの第34号議案から、50ページの

第39号議案の６件でございます。 

 まず、資料の39ページの第34号議案でござ

いますが、詳細は右ページの概要にて説明し

ます。 

 本件は、平成25年７月27日午前７時30分ご

ろ、水俣市長崎の一般県道水俣泉線で、運転

者が普通乗用自動車で進行中、道路右側のの

り面上部の雑木林から落ちていた直径約15セ

ンチメートルの石に衝突し、自動車の底部な

どを損傷したものであります。 

 なお、本件事故については、運転者が加入

している全国共済農業協同組合連合会の車両

保険を利用して修理を行っており、今回、同

連合会が熊本県に対して損害賠償を求めてき

たものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば衝突

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の５割に当たる10万3,960円

を賠償しております。 

 次に、資料の41ページの第35号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成25年８月７日午前４時ごろ、

八代市坂本町荒瀬の一般国道219号で、運転

者が普通乗用自動車で進行中、道路左側の農

地のり面から落ちていた直径約15センチメー

トルの石に衝突し、左前輪等を損傷したもの

であります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば衝突

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の５割に当たる３万3,700円

を賠償しております。 

 次に、資料の43ページの第36号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成25年10月23日午後４時ごろ、

八代市泉町椎原の一般国道445号で運転者が

軽四輪貨物自動車で進行中、道路左側ののり

面上部の樹木の枝が落ちてきて直撃し、左ド

アパネル等を損傷したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転中に兆

候もなく枝が直撃したものであり、事前に枝

の落下を予見し回避することは困難であるこ

とを考慮して、自動車の修理費等の全額に当

たる16万3,937円を賠償しております。 

 次に、資料の45ページの第37号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成25年11月25日午前５時50分ご

ろ、山鹿市鹿央町仁王堂の主要地方道大牟田

植木線で、和解の相手方が普通自動二輪車で

進行中、道路左側の雑木林から道路上に倒れ

ていた樹木に衝突し、左側下部ボディー等を

損傷したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道
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路状況に応じた適切な運転をしていれば衝突

を回避できた可能性があることを考慮して、

車両の修理費の７割に当たる14万6,300円を

賠償しております。 

 次に、資料の47ページの第38号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成25年12月11日午後４時30分ご

ろ、球磨郡球磨村渡の一般国道219号で、和

解の相手方が普通乗用車で進行中、道路左側

の雑木林から落ちてきた石が防護柵を越えて

衝突し、後部バンパー等を損傷したものであ

ります。 

 賠償の考え方につきましては、和解の相手

方は運転中に兆候もなく落石が直撃したもの

であり、事前の石の落下を予見し回避するこ

とは困難であることを考慮して、自動車の修

理費等の全額に当たる32万8,398円を賠償し

ております。 

 最後に、資料の49ページの第39号議案でご

ざいますが、右ページの概要をお願いしま

す。 

 本件は、平成25年12月12日午後６時ごろ、

球磨郡五木村丙の主要地方道宮原五木線で、

和解の相手方が普通乗用自動車で進行中、道

路左側の雑木林から道路上に落ちていた石と

衝突し、フロントバンパー等を損傷したもの

であります。 

 賠償の考え方につきましては、和解の相手

方が道路状況に応じた適切な運転をしていれ

ば、衝突を回避できた可能性があることを考

慮して、自動車の修理費の３割に当たる11万

8,800円を賠償しております。 

 道路保全課関係の提出議案は、以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 51ページをお願いします。 

 報告第１号専決処分の報告についてでござ

います。職員に係る交通事故の和解、損害賠

償額の決定については、地方自治法第180条

第１項の規定により行いました専決処分の報

告でございます。 

 詳細につきましては、52ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事故は、平成25年10月24日午前９時15

分ごろに、上益城郡御船町木倉地内で発生し

たもので、相手方と示談交渉の結果、県の過

失100％で合意し、損害賠償額は69万6,610円

でございます。 

 事故の状況といたしましては、上益城地域

振興局維持管理課職員運転の公用小型乗用車

が県道田代御船線を走行中、センターライン

がなく幅員の狭いカーブした場所において、

離合のため停止しようとしていた対向車であ

る相手方車両を視認し、ブレーキ操作等によ

る回避を試みましたが避けきれずに、相手方

車両に衝突し損傷を与えたものでございま

す。 

 なお、損害賠償額は県が加入している損害

賠償保険で対応しているものでございます。 

 職員の交通事故防止、交通違反防止につき

ましては、さらに徹底を図るよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 ただいまの説明について質疑はありません

か。 

 

○城下広作委員 冒頭の部長の挨拶のところ

で、ちょっと確認をさせていただきたいと思

います。 

 今回、緊急経済対策事業とか災害関係の事

業で、結果的には工期を割ると、工期内で完

了できないということがあると、その案件に

対しては事故繰越制度を利用するというよう

なことがありました。大体そういう話は私た

ちもわかってはいるんですけども、例えば、
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じゃこういう状況だから、ことし発注した県

下全域の公共事業で全部これに当てはまっ

て、例えば工期を割るような案件があった場

合には、普通だったら工期を割るというのは

なかなかあってはならないというか、事業者

もペナルティーといういろいろあって、最善

の努力をするというふうになるんですけれど

も、こういう緊急事態だから意外とこれがそ

のまま隠れみのになって、通常の中でやって

いても本当は工期を割らないで済むものが、

こういう理由によって工期を割るというよう

な形で出てくるようなのがないのかなという

心配だけども、この辺の感覚はどうかなと。 

 それと、もう１つ。当初から余りこれだけ

とると、最初からこれは工期には絶対間に合

わぬだろうと言われているような地域の仕事

の量をとっているところもあるというような

ことを、同業者がいろいろ聞いたこともあり

ます。そういうことに関しては、こういった

別の次元で工期は最初から無理だというよう

なことも想定されるような案件もあるんでは

ないかと思うけども、全体まとめて大体どう

いう状況かなという確認をさせていただきた

いと思います。どちらでもいいですよ、全体

がわかる方はどなたでも。 

 

○成富監理課長 今、城下委員からお話があ

りましたように、まず工期が、事故繰越制度

というのは基本的に今まで県も発注者も受注

者も、基本的には起こさないと、基本的には

工期内で終わるという基本的スタンスでいま

した。 

 今回、確かに私どもとしましては、災害復

旧と経済対策が重なったということで、これ

だけ建設産業のほうが疲弊しているというこ

とは想定外というのが実態でございます。 

 そういう中で、やはり今回工事としまして

は全て終わらせたいと、やはりしないといけ

ないところをしたい、災害も経済対策もやは

りそこは住民の方々にしないといけない工事

と思っていますんで、そういう本当にこの外

的要因に対して何ができるかということを真

剣に発注者も考えていますし、受注者である

建設業者さんも基本的には一生懸命やってい

ただいていると私たちは考えております。 

 その中で今回はもう異例ではございますけ

ども、事故繰り制度をして、工期をちょっと

延ばしますけども、工事は適正にやっていた

だくということで今回対処したいという考え

で今回の事案は考えています。 

 

○城下広作委員 そういう意見の分、私がち

ょっと感じているのは、何といいますかね、

例えばある程度の区域で縛ったことによっ

て、結果的にはその区域の仕事はその中で処

理しなければいけないから工期に間に合わな

い。本来では少しその枠を少しもっと大きく

対処したら解決したかもしれないということ

は考えられるのかなと。それをやるという意

味じゃなくて。だから、いろんなそういう選

択肢の中で何か原因があるというようなこと

もあるのかなという考えと、それと先ほど、

もう１回言いますけども、明らかに最初か

ら、この方がこれだけはとると絶対、普通物

理的には無理というようなことがあって割ら

せたということも考えられるのかなと、そう

いうケースは全然ないのかなということです

よ。 

 

○成富監理課長 全然ないかどうかというの

は、現場の振興局でしっかりそこは見ていた

だいてます。今回まず１つ目に言われました

ように、ある地域でかなり工事量が出たん

で、ある業者さんがかなり多く仕事をとった

という話は、私たちも知ってます。ただ、そ

こは発注者が受注者に対して、ちゃんと技術

者を配置できるかとか、ちゃんと工程表を確

認してできるかどうか、確認しながら基本的

には受注者と発注者が連携をしながらやって

ますんで、基本的にとれないという、仕事が
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終わらないという前提では、発注者も受注者

も思ってなかったと思います。ただ、本当に

９月以降、これだけ国も県も市町村も一遍に

工事が出てきたもんですから、ある一定地域

だけで資機材が足らないという状態でなく

て、県下全域でこういう事態が生じましたん

で、結果的に予想できなかったと思ってま

す。 

 だから、故意にそういうことが起こってる

とは、発注者としてはそういう思いではいた

くないと思ってます、はっきり言いまして。 

 

○城下広作委員 ということで、私もそのよ

うに理解をしたいというふうに思っておりま

す。 

 それで、例えば、災害が多い国ですから、

こういうことが毎年あっては当然ほしくない

というのは当たり前のことでございますけど

も、また同じような、逆に言えば、ケースに

なったときは、恐らくまた同じような現象が

起こるということも考えられるという、裏側

の考えですから、やっぱり今回のこういう状

況をよく教訓を踏まえながら、また今後大き

な事業がどんと出るとか災害に大きく見舞わ

れるというふうになれば、やっぱこのことを

よく教訓にしながら、今後の公共事業の、あ

る意味では事故繰りをやらんでいいような、

工期を割らないでいいような対応とか、今後

の想定は頭の中に入れるという、大事な今回

のやっぱ案件かなといいますか、経験かなと

いうふうに思いますので、しっかりその辺は

今後の政策に生かしていただきたいというふ

うに思います。 

 

○池田和貴委員 済みません、ちょっと関連

して。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○池田和貴委員 ちょっと城下先生の今の質

問に関連するんですが、今回、部長の御挨拶

にもあったように、３月末に工事が完了しな

い箇所については事故繰越制度を活用したと

いうことがございます。 

 今回、繰越明許が追加説明資料、別冊の12

ページにあって、追加設定金額分(経済対策

分)が80億7,343万5,000円ありますけども、

この分が事故繰越の金額というふうに考えて

いいんですか。 

 

○成富監理課長 今、池田委員からおっしゃ

いました12ページの80億は、平成25年度予算

でございますんで、これは明許繰越というこ

とになります。 

 

○池田和貴委員 ああ、そういうことね。わ

かりました、はい。 

 では済みません。では大体どれくらいある

んですかね、その事故繰越になりそうなの

は。 

 

○成富監理課長 現在まだ精査中でございま

すけども、土木部関係では大体90億超の額を

今予定しておりますけども、まだまだ精査中

でございます。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 あと、じゃちょっと経済対策分でもう１個

聞きたかったのが、続けていいですか。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○池田和貴委員 これは部長の御挨拶にござ

いましたが、平成24年度の国の緊急経済対策

予算の執行について、土木部が事業主体とな

る約300億円のうち１月末現在の契約が290億

ということで、24年度の経済対策ですから、

あと10億分がこの３月末までということでい

いんですかね。 
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○成富監理課長 あと10億分につきまして

は、大体２月中に契約を終わる分もあります

し、おおむね執行残を、不用額を出さないよ

うに今、予算の割り振りとかいろいろ契約と

か、いろいろ今手続をしてます。 

 

○池田和貴委員 じゃこの10億については、

予算が流れるとかそういうことはないという

ことですかね。 

 

○成富監理課長 99％はないです。99％の額

がないです。 

 

○池田和貴委員 はい、わかりました。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 

○池田和貴委員 はい。 

 

○内野幸喜委員長 じゃちょっと私から１

点。 

 さっきの事故繰りですね、財務省とかがど

ういう反応を示しているんですかね。だか

ら、まあ、こういうことは基本的にはないほ

うがいいわけですね。で、反応というか、ど

ういうふうに受けとめているわけですか。も

ういたし方ないという感じ。 

 

○成富監理課長 九州財務局とはもう11月下

旬ぐらいから、県としては交渉させていただ

いています。建設業協会のほうも、いろいろ

事故繰り制度についてはいろいろ要望してい

ただいてます。そういう経緯の中で、国交省

も事故繰り制度を、国も県も市町村もできる

だけ今回はいろいろな緊急事態ということ

で、できるだけ活用せろというような柔軟な

対応をしていただいてます。 

 財務局のほうも、本省のほうから九州財務

局に対して柔軟な対応をするようにというよ

うな指示が出てるやに新聞報道でも聞いてお

りますんで、県としても今協議を個別にして

おりますけども、柔軟に対応していただいて

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員長 わかりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○松岡徹委員 部長の総括説明に関連して、

瀬戸石ダムについて伺って、あと議案につい

て聞いていこうと思います。 

 それで、瀬戸石ダムについては附帯意見を

つけて支障なしということで国に返されたわ

けですけれども、その際の知事の記者会見の

中で、４最後に、電源開発及び国に求めるこ

とというところで、ダムができてもう長くな

るので、生活環境や自然環境、漁業などにダ

ムが与える影響は否定できませんと、電源開

発と国にはそのことをぜひ認識していただき

たいと思いますと知事は言っておられるわけ

ですけども、具体的にはどういうことを指す

のか、いかがですかね。 

 

○持田河川課長 今回の瀬戸石ダムの知事へ

の意見照会に当たりましては、国のほうから

は許可したいので知事の意見を聞きますとい

う照会がございました。そういった国のほう

の照会とは別に、これまでにもいろんな市民

団体の方とかから知事にいろんな要望が寄せ

られています。その中に生活環境それから自

然環境に関する要望がありました。 

 

○松岡徹委員 その中身の具体的な点を。 

 

○持田河川課長 具体的には、生活環境に対

しては、例えば放流に対する振動で、それが

すごく大きくて夜も眠れないということです

とか、ダム湖でアオコとか赤潮が発生する、

それへの環境の影響とか、ヘドロがたまって
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いる、それに悪臭があるとか、そういった要

望が寄せられておりますので、そういった観

点に対して附帯意見として、自然環境、生活

環境へのそういった対応をという附帯意見を

つけさせていただきました。 

 

〇松岡徹委員 生活環境や自然環境それから

漁業などとなっておるね、漁業については具

体――などの中には水害は入るのか。どうで

すかね。 

 

○持田河川課長 漁業については、当然、瀬

戸石ダムがある球磨川水系では漁業権を持っ

た漁協がそういった魚族の増殖の事業もやり

ながらそういった生活を立てられております

ので、そういった点に対する対策、配慮をお

願いするということです。と、などの中に

は、一つはそういった漁業の関連で慣行水利

とかそういったかんがいのほうの水利、これ

も球磨川でありますので、そういった配慮を

する必要があるだろうと。それと治水に対し

ては、それとは別に３点目だったと思います

けれども、治水に対する対策についてもお願

いするということで、それとは別に意見をつ

けさせております。 

 

○松岡徹委員 それで、課長も御承知のよう

に水利使用許可については判断基準というの

がありますよね。４点あって、その４番目が

公益上の支障の有無ということなんですよ

ね。そこでは、当該水利使用により治水上そ

の他の公益上の支障を生ずるおそれがないこ

ととなっているわけだね。これが判断基準で

すよ。 

 だから、今確認した事柄というのは、まさ

にその治水も含めて、環境、自然環境も含め

て漁業、ここで言うところのその公益上の支

障の有無という点では、ありということには

ならないんですか。 

 

○持田河川課長 今委員から御指摘の審査基

準につきましては、行政手続法ができたとき

に、透明性とそれから迅速性を確保するため

に、それぞれの審査において審査基準を設け

ましょうということで、23条のその流水の占

用の許可に関しては４点の審査基準ができた

というのは承知をしているところです。 

 その中で、今委員が申し上げた４点目です

ね、こちらについては例えばダム等の新築等

に係って、そういった治水上の支障とか公益

上のという話になっておりますので、基本的

には新築等といいますと、新築それから改築

とダムの撤去ですね、こういったものが治水

上その他の公益上に与える影響はないのかと

いうようなことで認識をしておりますので、

今回の瀬戸石の水利権行使に当たっては、ダ

ム本体についてのそういったものには当たり

ませんので、それとは少し判断の方向性とい

いますか、ベクトルというのはちょっと切り

離して考えるべきなのかなと、そういうふう

に考えております。 

 

○松岡徹委員 今の議論は、僕は九地整に行

って宮本調査官ともやったんだけどもね、彼

は最初は新築と言ったんですよね。だから僕

が新築等てあるじゃないかと、一番河川部の

調査官ともあろう者が意図的に新築等とある

のを新築と言うのは何事かと。だから、等と

いうことには、さまざまな要素が含まれるわ

けですよ。それを、やはり現場に合わせて、

実情に合わせて適用していくのが行政のあり

方だと思うんです。行政のさじ加減でそのな

どというところをやっぱり狭めに狭めて、都

合のよいようにやっていくというのはいかが

かということを議論したんだけどもね、その

ことを指摘したいと思います。 

 さらに、ちょっと。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 
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○松岡徹委員 河川法の44条ですね、河川法

の44条では、いわゆる当該ダムの設置により

河川の状態が変化し、洪水時における従前の

当該河川の機能が減殺されることになる場合

においては、河川管理者の指示に従い、当該

機能を維持するために必要な施設を設け、ま

たはこれにかわるべき措置をとらなければな

らないと、こうなっているわけですね。これ

は電源開発を対象にしているわけですけど

も、定期検査でそれこそ平成14年から６回に

わたって、去年の５月27日まで、堆積土砂に

よって水害のおそれがあるので何とかしなさ

いというような指摘がなされて、それをやっ

てこなかった。電源開発が、いわば単純更新

て言ったのに対して国はオーケーと。それに

対して支障なしというのは余りにもかばい過

ぎというか、電源開発の立場に立ち過ぎじゃ

ないかというふうに指摘もなされているんで

すけども、私もそう思いますけども、その点

はどんなですか。 

 

○持田河川課長 確かに河川法の44条は、ダ

ムに関する特則ということで、許可工作物の

ダムについて河川管理者が設置された後に、

いろんな支障がある場合には是正措置を講ず

ることができるということが定められている

ものと認識をしております。 

 この44条の規定を担保するためにダムの定

期検査というものがあると考えておりまし

て、それに基づいて３年おきとか一定期間で

ダムの運営とかそういったダム湖の堆砂とか

そういうのをチェックしていく、そういうこ

とになっておりまして、ダムの設置者はそう

いった河川管理者からの指示があれば、それ

をやらなければならないということになって

おりますので、直近の昨年のダム定期検査で

も、瀬戸石ダムは堆砂がありますので、総合

判定Ａというのを受けているというのは承知

をしておりまして、それに対して電源開発の

ほうが堆砂計画を国に出して、それを国はち

ゃんとやれと言っているというのも、報道等

で承知をしているところでございます。 

 今回の水利権の審査については先ほど４つ

の審査基準があるということで、要は公共の

流水である河川水を排他継続的に使うのはど

うなのかという観点から審査をするのが、河

川法の23条に基づく水利権の審査ではなかろ

うかと考えておりまして、今回のダム定期検

査による指摘というのは、いわば水利権の許

可を受けたダムが適正にやっていくというの

をチェックするものと思っておりますので、

その点では先ほど申し上げましたように、少

しベクトルが違うのかなと。 

 ただ、この点につきましては、そういった

総合判定を受けているということと、それか

らいろんな市民団体の方もそれを危惧されて

いる、住民の方も危惧されているという思い

を、知事のほうにもいろんな要望書で来てお

りますので、その点を勘案して附帯意見で、

特に治水上の対策という附帯意見をつけさせ

ていただいたところでございます。 

 

○松岡徹委員 だからですね、結局は附帯意

見で、課長もさっき言ったようなことを含め

た附帯意見だから、まさに支障なしじゃなく

て支障ありなんですよね。そこがポイントだ

と。 

 それで、44条については課長もそういうこ

とで答弁されましたけども、44条との関係で

河川法の75条ですね、いわば管理者の監督処

分についていろいろ書かれておりますけど

も、この75条の河川法逐条解説によると、こ

の75条の捉え方ではこういうふうに書いてあ

るんですよ。 

 ダムを設置したことにより上流の河床また

は水位が上昇したり、下流の洪水流量が増加

するのは、いわば天然現象により河川の状況

が変化したことにはならないと。この場合は

本条の特則ともいうべき法第44条の規定によ

り措置することになろうというふうになって
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いるんですよ。 

 ところが、今回の国土交通省の立場という

のは、最大使用水量の変更がなく、期限の更

新のみのいわゆる単純更新として電源開発が

申請をしたのに、いいでしょうと。そして知

事はいいでしょうというわけですよ。だか

ら、おかしいんですよ。いわば最大使用水量

の変更がなく、単純更新と、期限が来ました

と。そういう次元じゃないでしょう、実際、

今あなたも認めたように。いっぱい支障があ

るわけでしょう。だから、事業者としては河

川法の44条に基づく対応をしなければならな

いし、河川管理者としては当然、事業者に対

してこの河川法75条の監督処分に沿って指導

しなきゃならぬ。ところが事業者は、流量を

変えるわけではありませんから単純更新でお

願いします、いいでしょうと、そういうこと

にはならないんじゃないんですか。 

 

○持田河川課長 今委員から御指摘があっ

た、まず監督処分についてですが、これにつ

いては２種類あると認識しております。 

 １つは、許可権者は何か違反をした場合で

すね、例えば詐欺でうそをついて許可を取っ

たとか、許可の条件を全く履行しなかったと

か、もう一つは、いろんな状況が変わって許

可権者には責任はないけども、その許可権を

与えるほかの何か法律とかそういうので許可

の条件が変わったと、そういうときに監督処

分ができるというふうに認識をしておりま

す。 

 今回、水利権の許可のその審査につきまし

ては、先ほど４つの基準があるということで

委員のほうからも指摘がありましたけども、

まず23条の審査は、先ほど申し上げましたけ

ども、排他継続的に水を使うのがほかのいろ

んなことに影響あるなしや、それが例えば継

続的に取水できるのかとか、そういう観点か

ら審査を行うものでございまして、あと44条

のほうは、先ほども申し上げましたけども、

設置されたダムがちゃんと運営されて、それ

から治水上の観点にも異常な支障がないかど

うかというのをチェックして、必要があれば

その是正措置を求めるということですので、

今回、複数回にわたって電源開発のほうは総

合判定を受けておりますが、それに対して国

交省のほうも是正措置を命じておりまして、

それをやられているということもありますの

で、河川管理者である国交省は監督処分を行

うかどうか、それはそういう状況を見て河川

管理者の国が判断をされることではないか、

そういうふうに認識をしております。 

 

○松岡徹委員 そのなんちゅうか、へ理屈と

いうかな、その。 

 私が明確に言うたように、そのダムがある

ことによって上流の河床が、水位が上がって

水害が出たり、まさに堆積土砂によって水害

が出たり、国交省自体もそれを指摘をしてい

るわけですよ。ところが電源開発は、単純更

新でお願いしますと、だから44条のいわば規

定なんかは全くいわば眼中になくて、単純更

新でお願いしますと。それに対して、単純更

新でオーケーですよというわけですよ。とこ

ろが、知事は附帯意見でいっぱいいろいろ問

題がありますと言っているわけだ。またあな

たも言ったように、いろんな住民団体なんか

からの話も聞いて、そういう認識を持っとる

と。そんなら当然、支障はありという結論に

なるのが、論理的にはそうなるんじゃないで

すか。そこはもう厳しく指摘をしたいと思い

ます。これは、やっていけば２時間ばかりか

かるけん。 

 それで、この点は今後引き続きね。私は、

瀬戸石ダムはやっぱり撤去以外ないというふ

うに思うし、引き続き取り組みを強めていき

たいと思うし、先日、住民団体も瀬戸石ダム

を撤去する会というのを結成されて取り組ん

でいくというお話を伺っておりますけども

ね。 
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 これについて最後の点で、知事の記者会見

の中でこういうふうに言っておられるよね。

さらに、これらに対する基本的な考え方や具

体的実施のスケジュールについて協議の場を

設けるなど、地域の住民の方々に対して十分

な説明を行っていただきたいと考えています

というふうにおっしゃっているわけですけど

も、これを国交省や電源開発とかが聞くかど

うかは別として、熊本県としてこれ具体的に

は、それは当該の自治体もあるでしょうし、

行政関係のね、あるいは自治会とかなんかも

あるだろうし、同時にそのいろんな団体があ

りますよね。そういうところとの協議の場を

設けて、やっぱり説明もし要望も聞き、話し

合っていくというようなことでしょう、これ

は。どういうふうに理解したらいいんです

か、この表現は。 

 

○持田河川課長 知事の、まず意見照会の回

答で４つの附帯意見をつけさせていただいて

いますので、その中でその４点しっかりやっ

ていただきたいと。 

 まずは、この附帯意見は、当事者である瀬

戸石ダムの設置者である電源開発のほうに求

めるというのを記者会見で知事が述べており

ます。 

 もう１つ、水利権の許可権者は国でありま

すので、電源開発がこれをしっかりと履行し

ていただくように、国のほうには指導、監督

をお願いするというのもあわせて表明をして

おります。それを具体的にじゃどうやってほ

しいという思いが、スケジュールなどを明示

し協議の場を設けるなど、地元の意見をきち

んと聞いていただきたいという、その具体的

な事例として知事も記者会見の場でそういう

ことを言っておりますので、４つの附帯意見

を今後電源開発がきちんとやって、国もそれ

をきちんと監視をして指導、監督をしていた

だくという思いがそこにあらわれているもの

と思っております。 

 

○松岡徹委員 この間の経過では、あなたも

知っているように、電源開発が、私が行った

ときは、県議会議員が正式に話し合いに行っ

たから１時間ぐらいとったんですよ、所長以

下10人ばかりそろって。ここは住民の団体と

か何かが行っても、ほとんど対応しないとい

うか、事前の説明会もないしね。ですから、

そういう点でここの知事が言っているよう

に、地域の住民の方々に対してというところ

は、私は非常に大事だと思うんですよ。です

から、この点は本当に不退転の中身がきちっ

とされるかどうかについての説明と対話とい

いますか、県として実行されるように努めて

いただきたいというふうに思います。 

 あと議案について、よかですか。 

 

○内野幸喜委員長 いいですよ。引き続き。 

 

○松岡徹委員 そうしたら、14ページの都市

計画のこの公園維持費の債務負担行為です

ね。これは、この額は消費税増税による増額

分の額ですかね。 

 

○平尾都市計画課長 おっしゃるとおり５％

から８％に上がるという、３％分の上乗せに

なります。 

 

○松岡徹委員 そうすると、８％、10％３年

分設定されていますからね、10％はこれに入

ってないわけですかね。 

 

○平尾都市計画課長 この表で組ませていた

だくのは、あくまで８％ということを前提に

しております。 

 

○松岡徹委員 わかりました。 

 それから次に15ページの都市公園整備事業

の債務負担行為の設定、これも同じように理

解していいわけですね。 
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○平尾都市計画課長 この15ページの都市公

園整備事業費の債務負担行為設定につきまし

ては、鞠智城公園の国営化を目指すというこ

とをやっておりますが、これにつきまして具

体的に申しますと、鞠智城の認知度を、知名

度を上げるということで、キャラクターのこ

ろう君、これキャラバン隊を結成しておりま

すが、これは通年を通して活動しております

ということで、それを４月から動かすために

債務設定をお願いしておるというようなこと

でございます。 

 

○松岡徹委員 これには、消費税増税分は入

ってない。 

 

○平尾都市計画課長 これは、先ほどのは５

年間の指定管理という中でやってます。これ

は、あくまで予算の債務設定ということをお

願いしているわけでございます。 

 

○松岡徹委員 入ってないわけですね。は

い、わかりました。 

 それから19ページの流域下水道事業特別会

計ですけども、この職員の給与の減ですたい

ね、19ページの４段目ほか５段目か。これは

あれですか、今度いわば県職員の給与の7.8

％減のあれで61億が措置されましたたいね。

その中の一部になるわけですか。 

 

○成富監理課長 これは職員数の変更でやっ

てますんで、その61億の財源に。 

 

○松岡徹委員 あれが減額、今度トータルで

61億となるでしょう。そのいわば給与の期間

限定で削減、カットしたですたいね。それで

はないんですか、これは。 

 

○成富監理課長 その分ではございません。 

 

○松岡徹委員 それではないですね。 

 それから河川課ですけども、24ページか

な、それと附属説明資料、別冊のでいくと、

別冊の７ページになりますかな、白川関係の

工事で前回の委員会でもちょっと聞きました

けども、堆積土砂の撤去、僕がフリーでカヌ

ーで下ったら、カヌーの底がいわば底につ

く、川底につくような堆積があるわけですけ

ども、土砂の撤去がこれまでどのくらいの量

でどのくらいの費用でやられて、これからト

ータルとしてどの程度のことを計画されてい

るのかですね。 

 それから、工事をすれば環境にも――汚れ

た水が下流に流れていろいろ影響も出ている

ので、その辺の対策についてはいかがですか

ね。 

 

○持田河川課長 今、激特関係で取り組んで

おります掘削は用地も今同時にやっておりま

すので、川の中で水面以上のところ、この土

砂を今取り除くということで取り組んでいま

す。現在まで、これによりまして大体２万3,

000立米ぐらい。工事費として１億1,000万程

度というのを発注しておりまして、今のとこ

ろこの水面以上の掘削について、今確定して

いる予定では１万6,000立米ぐらい、工事費

にして7,000万ぐらいを予定しております。 

 

○松岡徹委員 ええ。 

 

○持田河川課長 掘削量について１万6,000

立米ぐらい、工事費については約7,000万ぐ

らいを予定しております。 

 全体につきましては、熊本市でいきますと

河道内の掘削については14万立米の量を予定

しておりまして、あと拡幅もやりますので拡

幅についてこちらが113万立米ぐらいの掘削

土量が事業全体としては出てくる予定でござ

います。 
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○松岡徹委員 熊本市ですか。 

 

○持田河川課長 はい、熊本市になります。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 

○松岡徹委員 いや、もういっちょ、環境対

策。 

 

○持田河川課長 済みません。環境対策につ

きましては、従前から掘削に関してはいろん

な大型土のうを積んで、極力そういった濁り

が出ないようにすると。あと沈砂池等も設け

て、それによって濁り分を沈殿させるという

ような対策をとっておりますが、監視も重要

と考えておりまして、事業者それから県それ

から関係する漁協も入っていただいて、何か

あったときの連絡体制とか、あと週１回、県

管理区間の一番下流になるんですけども、小

磧橋のところで濁度それからＰＨといった環

境調査もやって、こういった値についても今

申し上げました協議会の中で報告を差し上げ

て、いろいろ議論をして環境対策をやってい

る、そういう状況でございます。 

 

○松岡徹委員 渡鹿堰があるでしょうが、あ

そこから大井手がこう、そして二の井手、三

の井手というか、大事な堰ですたいね。あそ

こ、大井手のところは、以前はどこの都市河

川と同じようにどぶ川みたいになっておった

のを、40年ぐらいかかって、いわばホタルが

生息するような川にしようということで、こ

れが大井手の歩み40年史というので、やっぱ

り市民と自治会挙げて、熊本市なんかもしっ

かり協力して、ホタルが飛ぶようになったん

ですよ。ところが、拡幅や土砂の撤去はどう

してもせないかぬけども、最近カワニナが確

認できても、すぐだめになってしまって、ホ

タルがことしはだめだろうというふうになっ

てるわけですね。それで渡鹿堰を開けて１回

だっと流してもらうようにすれば少しはよく

なるのかなという声も出ているんですけど

も、こういうようなところなんかもどうした

らいいかですね。やっぱり河川改修は最優先

でしなければならぬけども、40年かかってや

っとホタルが生息するようになったところが

本当に飛ばなくなっているという、ある面で

は熊本市の都市部の中でホタルが飛ぶような

地域というのはほとんどないんですよね。そ

ういう点は、それはそれとして、あそこは直

轄河川だけども、やっぱり上流の工事の関係

じゃないかというふうに地元の人は言ってお

られるね。ちょっと考えてもらえばというふ

うに思います。これは要望です。 

 

○内野幸喜委員長 要望で、はい。 

 

○松岡徹委員 あと29ページの港湾課です

ね。これの債務負担行為の設定、これも消費

税増税に伴うやつですね。 

 

○松永港湾課長 これは通常のやつと一緒

で、通常の庁舎の管理の警備関係の債務負担

です。 

 

○松岡徹委員 わかりました。 

 あと質問の最後は、31ページ、砂防課関係

ですけども、九地整のもとで正式には九州地

方の大規模土砂災害のいわゆる深層崩壊対策

の検討委員会というのが熊大の先生なんかも

入ってできておるようですけども、あの中で

新聞報道によると球磨村と五木村と水上村を

モデル地域に設定したとかするとか報道され

ているんですけども、この深層崩壊について

の検討委員会についての熊本県としての対応

状況といいますか、その辺はどんなかなとい

うふうに、ちょっと教えてほしいんですけど

も。 

 

○古澤砂防課長 砂防課でございます。 
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 松岡先生おっしゃいますとおり、委員会の

ほうに我々県のほうも私が委員として参加さ

せていただいておりますし、知事公室の岡田

危機管理課長も委員として出席させていただ

いております。 

 深層崩壊、非常に言葉が新しいように聞こ

えますけども、非常に今全国でそういう研究

というか解析というか、そういうのを今進め

られているところでございます。 

 皆さん方、昨年ですか一昨年ですか、もっ

と前ですか、紀伊半島で奈良県で大きな土砂

災害ございまして河川が埋まって、いわゆる

土砂が川をせきとめて天然ダムをつくり上げ

て、それが決壊するとかいったような事例が

ございました。ああいったことが今起こって

いるということで、それがそういったところ

が地質的に中央構造線上という――ちょっと

話が飛びますけども、中央構造線上にそうい

った地質・地形のところが多い。例えば紀伊

半島から四国それから九州のいわゆる真ん

中、川辺、球磨とか五木あのあたりになると

いうところで、九州地方の中では川辺流域、

五木、相良、水上村ですか、あのあたりにそ

ういった地域があるということで、一応モデ

ル的に国のほうで検討委員会をちょっと立ち

上げてございます。これはハード・ソフトと

いうことではあると思いますけども、ハード

については防災工事を主というよりも、そう

いった深層崩壊をどうやって感知するかとい

う部分と、そういったものが起こったときに

どういうふうに住民の方々を避難誘導してい

くかということを、地元におろしながらワー

キングで検討しながら、その方向性を見出そ

うといった委員会というふうに私ども理解し

ております。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 この九地整の報告書による

と、この九州地方における深層崩壊検討委員

会の第１回資料によると、こういう今課長が

おっしゃった九州の真ん中のところが赤くな

って、同時に肥薩地域ですね、肥薩山系のと

ころも、いわば深層崩壊の発生の可能性が高

いと考えられる地域として囲んであって、こ

ういうところは観測局の配置とかというのが

書かれているわけですよね。具体的には、そ

ういうのが施されているのかなというか、ソ

フト面はソフト面なんですけども、文言的に

は観測局の配置というふうに書かれているん

ですけどもね、それはどうなんですか、まだ

全然そういうのではないんですか。 

 

○古澤砂防課長 国のほうで今の観測局とい

うのは、いわゆる振動計、地震計に似たもの

でございますけども、それを設置を進められ

ているというふうに聞いております。25カ所

に設定されて、数字についてはちょっと後で

確かめますけども、その程度だと思いますけ

れども、それを今設置中というふうに聞いて

おります。 

 これは、いわゆる大規模崩壊いわゆる深層

崩壊ではそういったものが起こると、いわゆ

る地震波に近いものが出る、それを地震計で

もってキャッチして、いわゆる最近震源地の

発表がありますけども、どこどこで発生した

というものを、いろんな地震計のネットワー

クの中で、どこでそういった深層崩壊が発生

したということを観測しようということで、

今設置されているというふうに聞いておりま

す。 

 

○松岡徹委員 どこに設置されているかどう

かというのは、具体的にはまだわからない。

ここで今答弁はできぬ。 

 

○古澤砂防課長 今設置中だと思いますけど

も、ちょっと私の手元に、どこに設置されて

いるかちょっと持ち合わせませんけども、一

応取り寄せてみたいと思います。 

 以上です。 
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○松岡徹委員 今課長がおっしゃったよう

に、やっぱり大規模崩壊のときはわかるか

ら、センサーなんか配置してすれば。ですか

ら、この観測局の設置というのは、どこにど

ういうふうになされているのかというのは、

ぜひ教えていただきたいと思います。 

 関連して、瀬戸石崩れというのは御承知だ

と思いますけども、私の問題意識としては、

例えば東日本大震災のあの大地震の予測で、

今地震学が相当発達しているけれども、それ

だけじゃなくて、あの後総括されたのはやっ

ぱり、例えば平安時代の貞観大地震とか、や

っぱり過去の歴史的な記録なんかもしっかり

調べて、それらも含めて総合的にやっぱり判

断するといいますか、そういうのが東日本大

震災の後で出ているんですけどもね。この一

帯は1755年、259年前ですね、死者が506人で

家屋被害が2,118。そのころだけん余り家屋

はなかったんだと思うんですけども、それで

も2,118戸、両側の山が崩れて球磨川をせき

とめて、ダムの状態になって、それが崩れ

て、そして八代を中心に下流に大被害を起こ

した。坂本村誌にかなり詳しく出てますけど

も、そういうのが起きているんですよね、あ

の一帯で。だから、最初に瀬戸石ダムのこと

を聞いたけども、私は本当にそんなことなん

かを考えると、あんなちっぽけなゲートだけ

のダムで大丈夫なのかと、一つ間違えば大変

なことになるというような思いもあるんです

けども、ここで言いたいのは、いわば九州地

方整備局が設けた検討委員会に熊本県のいわ

ば危機管理と砂防課が入っているという話だ

けども、もっと能動的にこういったところで

のその瀬戸石崩れなんかの過去の経験なんか

も踏まえて問題提起をして万全を期すという

ようなことでやっていただきたいなと思って

います。これは要望です。 

 

○内野幸喜委員長 要望でいいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○堤泰宏委員 たくさんありますけども、２

つほどお尋ねします。 

 33ページ、建築課ですね、がけ地近接等危

険住宅移転事業費。事業費のことはどうでも

いいですけども、この事業というのはどんな

事業でしょうか。 

 

○坂口建築課長 これは、崖地の崩壊などか

ら住民の生命の安全を確保するために、災害

危険区域などの区域内にございます危険住宅

の移転を行う住民の方に対しまして補助金を

交付いたしまして、危険住宅の移転を促進す

るという目的で事業を行っているものでござ

います。 

 具体的には、建築基準法の39条で規定して

おります災害危険区域内にあります既存の不

適格住宅ということが１つ対象でございます

し、また建築基準法の40条で県の建築基準条

例の第２条で崖地の条例の規制を行っており

ますが、この規制を制限している区域内にご

ざいます既存の不適格の住宅、条例等ができ

る前にできましたとか、そういったものでご

ざいますが、主にあと２つほどございます

が、そういったものの住宅の移転に対しまし

て、その住宅の撤去費とか動産の移転費、跡

地の整備費、仮住居費などに対しまして実費

の補助を行うものでございます。 

 それから移転先の住宅に対しましては、建

物とか土地の購入費などに対します借入金の

利子の補給を行うということで予算を計上さ

せていただいているものでございますが、平

成20年までぐらいは年間に１戸また２～３戸

ずつぐらい県内ございましたが、最近、申請

が住民の方から上がっておりませんものです

から、今回は１軒分の予算計上したものに対

しまして、事業費ゼロということで全額でご

ざいますが、減額させていただくということ

でお願いしているものでございます。 
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○堤泰宏委員 これは１戸に196万5,000円決

めてあったわけですね。 

 

○坂口建築課長 県の負担分でございまし

て、実際の補助のスキームとしましては、こ

の限度額ございますが、おおよそこの県費分

の全体の４倍が、国が２倍それから地元市町

村が県と同額を補助するということで、補助

のスキームを行っているものでございます。 

 

○堤泰宏委員 800万ぐらいあるわけです

ね。 

 

○坂口建築課長 そうですね。この４倍が補

助、最大でございますが、そういうことでご

ざいます。 

 

○堤泰宏委員 これはもう大体掌握してある

わけでしょう、県内にそういう。昭和何年以

前に建てた家とか。今後のこともあるでしょ

うからですね。 

 

○坂口建築課長 これは災害危険区域に住宅

もかなりございますが、崖地の条例等につき

ましては、１戸１戸やっぱり厳密に測定しま

せんと、本当に不適合な住宅かということが

わかりませんものですから、申請者が住宅を

移転したいという希望がございましたときに

市町村のほうで調査をいたしまして、条件適

合した場合に申請を上げていただくというよ

うな形で取り組んでおります。ですから、全

体として県内にどれぐらいあるということま

では今のところ把握はいたしておりません。 

 

○堤泰宏委員 そっでですね、今田舎には家

建てる人が余りおらんとですよね。大工さん

も暇でですね。それで、こういう事業があれ

ば調査をしていただいて、積極的に進めてで

すたい、大義名分は立ちますもんね、人命第

一というようなですね。800万もつけば喜ん

で移転する人がたくさんおるんじゃないかと

思いますね。何割じゃないわけでしょう。例

えば1,500万の家建てても1,200万の家建てて

も、整地費とかいろいろ全体を含めて800万

は補助がある可能性があるというわけです

ね、これは。 

 

○坂口建築課長 予算を上げておりますの

で、例えば借入金が少なかったりしたり、利

子の限度もございますので、全て最大出ると

は限りませんけれども、最大この補助を受け

た場合はその予算分は補助できる分というこ

とになります。 

 

○堤泰宏委員 もういっちょですね。今ちょ

っと思いついたですけども、今農振地域がた

くさんあるんですよね。そこに家を建てると

きには非常に規制が厳しくて、これはもう農

政の話ですけども。移転先が農振地域に含ま

れておっても、田んぼの真ん中に建てたりす

るのは非常識ですけども、農振地域の端っこ

とかそういうとこまで、やっぱりちょっと附

則ばつけておかんと、移転がしにくいですよ

ね。ほとんど農振かけてありますもんね、田

舎の田んぼとか畑は。これは、ちょっと今思

いつきで言うたんですよ。 

 

○坂口建築課長 農振の規制につきまして

は、ちょっと私たちも詳しくはあれしません

けども、その農振地域できるだけ地元の町の

中で、その移転地につきましては規制がかか

らないようなところを選んでいただけるよ

う、お願いはしているかとは思います。 

 それから、この事業の周知につきましては

毎年年度当初に市町村の担当者を呼びまし

て、この事業の説明をずっと行っているとこ

ろでございますので、全市町村この制度につ

きましては知っているんではないかというふ

うに思っております。 
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○堤泰宏委員 最後に。質問はあといっちょ

ありますけども、これ最後。これは１回調査

してもらってですたい、どうせ人命第一で逆

に働きかけてですよ、こういう補助事業があ

るから今のうちに移転しませんかと。そうし

ますと後継者も、よか家が建つと帰ってくる

かもしれぬしですね。崖地とかいうと恐らく

これは、僻地と言うといかぬけども、田舎で

すもんな。それはお願いします。 

 

○坂口建築課長 できるだけ把握には努めて

まいりたいと思います。 

 

○堤泰宏委員 もういっちょですね。部長の

説明の２ページ、これは、おもしろい、ちょ

っとばかな質問かもしれんですけども、７行

目に、資機材それから労務者が不足、高騰し

という説明がございました。これはもう私た

ちもよく聞いております。 

 それで、これは表現が難しいですけども、

道路で旗振りをしておる方たちがおいでにな

るですね。あのクラスの労務者はたくさんお

るちゅうわけですね。すると、かなり難しい

現場で、災害復旧なんかも難しいですよね。

そこの現場で機械を扱ったりするオペレータ

ーが不足しておると、そういうことを聞きま

す。オペレーターのこの資格を取ったり、免

許というですかね、あれは免許ほどはいか

ぬ。資格を取るのに、適正な取り方がないみ

たいで、例えば農家の人たちが農閑期あたり

に土木に行きますですね、簡単には取れない

らしいね、作業時間が何でといろいろあって

ですね。それで、いざこうなったときには、

能力はあるけども資格がないから現場で使え

ないと、だから労務者が不足しておるという

ことをちょっと聞きました。それはちょっと

耳に入れておってもらって、何か答えがあれ

ば答えてください。それどっちになっとだろ

うか。要するに、旗振りさん程度の労務者は

おるちゅうわけですよ。 

 

○西田土木技術管理課長 済みません、資格

の件についてはちょっと詳しく把握しており

ませんけども、今後その辺が便宜が図れるか

どうか、それはちょっと調査して検討してみ

たいと思います。 

 

○堤泰宏委員 オペレーターが不足しておる

というわけですね。 

 それから、結局資材が上がりますと、マン

ションとかある程度大きい規模の建物は最初

は契約をしますですね、金額の契約を。そし

て途中で労務費が上がって資材が上がる。す

ると、なかなか契約者はそれに応じないとい

うわけですね。ということになりますと、請

負の業者は一番に何を考えるかというと、経

費の節減ですな。俗にいう手抜きですよ。今

現在マンションとか賃貸住宅の大きなのを建

てておる請負業者は、約２割手抜きせんと赤

字が出るというのが今の民間の話ですよね。

これは２割手抜きしたら、これはできるらし

いですな、手抜き、特に給排水あたりはかな

りできるらしいです。それで、そういうこと

が恐らく起きると思うんですよね、それはも

う物理的そうですから、誰も損してする人は

少ないと思うんですね。２割も、労務費と資

材のあれをすると大体２割ぐらいの請負の超

過になっておるらしいんですよね。そういう

とこを、やっぱし何かチェックしておきませ

んと、姉歯じゃないですけどもね、木村建設

だったですかね、東京でいろいろ問題を起こ

したですけども、必ず何か出てくるような気

がしますので、これは業者からの私は要請を

受けて、ちょっときょうはここで発言をさせ

てもらっております。 

 それから、労務者が不足していると。こう

いう話があるんです。立派な建築業者ですよ

ね、私の友人ですけども、ちょっと人手が不

足しておったから、大工さんそれから左官さ
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んを、少し高齢だったけども、まだ十分技術

的には使えると。で、仕事を頼みに行った

ら、生活保護を受けておられたというわけで

すね。何人かの大工さんのうちの１人か２

人、何人かの左官さんのうちの１人か２人と

思うんですよね。で、もう社長、おらこれが

一番ええと。朝早う起きぬでいいし、材料の

心配も何もせぬでよかけん、これが一番いい

と。社長が頼みにせっかく来なはったばって

ん、わしゃもう今のままがええと、こういう

人がかなりおるんじゃないかと思うんです

ね。統計によると日本全国で230万人ぐらい

がそういう身分になっておられるというわけ

ですから、結局、技術屋さんで家も持たな

い、アパートに住んで、仕事が来たときに

は、大工、左官さんは給料じゃないですから

ね、請けですから、そうしてずっと渡ってき

て、年金も恐らく余りないですよね、その人

たちは。もういっちょ一番楽なのは生活保護

ですよね。それにかなり流れておるというこ

とを、その社長が言うんですよね。それも昔

の腕のいい大工さんや左官さんも、それにか

なり流れておるというわけですね。 

 今度は翻ってちょっとお話をします。前、

ＪＡＬというのがありましたねＪＡＬ、飛行

機会社。私たちの税金を、あれは8,000億ぐ

らい投入しましたかね。そして今、東京電

力、今、悪戦苦闘しておられますね。ＪＡＬ

の退職者、これはパイロットクラスになると

年金ば50万、70万取っておるそうですもん

ね。そうすると、奥さんがスチュワーデスだ

ったなら、これは稀有な例と思うんですけど

も、夫婦で150万の年金ですよ。それから東

京電力、課長クラスになると、年金50万確実

だそうですね。これも共稼ぎなら２人で100

万ですよ。今度は執行役員なんかになっとっ

とですね、年金70万、80万が一般的だそうで

すよ、東京電力。これは東京電力は日本で一

番給料が高い会社ですから、さもありなんと

思うですね。そんなら大工さん、左官さん

は、そげんのを週刊誌で読んで、もう仕事せ

ぬようになるんじゃないかと思うですな。23

0万人の中に入ったがええですよ。 

 だから、こういうことは私は、土木部はそ

っちの福祉関係とは無縁ですけども、こうい

う労務者が不足とか技術屋が不足というの

は、１回調査をされるとおもしろいと思うん

ですね。これは建築会社の社長が私親友です

から、いつも会うんですよ。彼が嘆くです

ね。あの人がまさかああいう保護を受けてお

るとは思わんだったと。これ事実ですから、

ちょっとお話をしたいと思うんですね。これ

は答えは要らぬが、部長、所感をちょっと。 

 

○坂口建築課長 委員申されましたように、

建物のマンションとか住宅におきまして、例

えば法に定められました安全基準等を逸脱し

て手抜きをされているというような話は、我

々としてはつかんでおりませんし、実は構造

計算偽装問題から発しまして、厳格に設計の

チェックそれから現場の報告等を求めており

ますし、完了時におきましても現場の管理

者、設計監理者からそういった工事中の報告

を求めるということで厳格に対応していると

ころでございますので、安全性にかかわるよ

うな手抜きにつきましては、我々としては今

のところはないのじゃないかと思っています

が、そういう御意見もお聞きいただいている

ということでございますので、今後そういう

ことのないようには、今後とも気を引き締め

て取り組んでいきたいと思います。 

 

○堤泰宏委員 ちょっとよかですか。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○堤泰宏委員 私もそう思いたいですけど

も、やっぱり背に腹はかえられぬですよね。

資材が高騰している、労務費が高騰している

ということは、これははっきり認識していた
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だかんといかぬですね。そのしわ寄せがゼロ

なのか、しわ寄せがひょっとしたらありはせ

んかということですね。 

 以上です。 

 

○坂口建築課長 今度、住宅の今着工数がふ

えておりますが、御存じのとおり消費税増税

前の駆け込みの着工なりがあって、今そうい

う状況になっている資材が高騰とか職人が不

足ということも聞いてはおりますが、その中

でそういうような、いわゆるおっしゃいまし

たような手抜き関係がありまして、法に触れ

るような工事がなされることはないように、

我々もしっかり努めていかなければならない

と思っております。 

 

○内野幸喜委員長 さっきの堤委員が言われ

たときの、その資格の取得ですね、前、経済

対策があったときに、これ2009年だったと思

うんですけども、健福なんかはヘルパーの資

格取得とかで結構そういうのがあったんです

よね、経済対策で。やっぱり、そういった土

木についても、もしそれが――この間の意見

交換でも多分、池田先生が言われたんですか

ね。そういったこともやっぱり、これから仮

に経済対策とか出たときに、国からの、そう

いった部分も考えてもいいんじゃないかなと

思いますので、今後検討していただければと

思います。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○池田和貴委員 １点だけ。済みません。 

 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○池田和貴委員 ちょっと確認だけです。こ

れは部長の挨拶の中にありました、２月１日

から労働市場の実勢単価を適正・迅速に反映

させるため、公共工事の設計労務単価を前倒

しで7.1％の引き上げを行ったところという

中で、実施中の工事についても一定要件を満

たすものはインフレスライド制度を適用し、

この労務単価の引き上げを反映させることに

いたしましたとありますが、この一定の要件

を満たしたものというのはどういうことにな

るんですかね。 

 

○西田土木技術管理課長 お答えの前に、ま

ずちょっとインフレスライド制度そのものを

若干先に説明させていただきたいと思いま

す。 

 インフレスライド制度というのは、請負契

約約款の25条の第６項に規定しておりまし

て、実施中の工事におきまして賃金水準等の

変動に伴って請負代金額が著しく不適当にな

ったときに、受注者が請負代金額の変更を請

求できる制度ということでございます。 

 今までは、資材のみを対象とする単品スラ

イド制度だけしかなかったんですけども、こ

のインフレスライドを適用しますと、労務費

や諸経費等も対象になりますので、今回の設

計労務単価の引き上げを反映させることがで

きます。 

 ただ、この適用に当たりましては国レベル

の発動が要件になっておりますので、今まで

は適用した事例はありませんでした。今回の

労務単価の引き上げに合わせまして、初めて

適用することにしたものでございます。 

 それから一定の要件ということですけど

も、２点ありまして、１つは残工事の工期が

受注者からスライド関係の請求をしていただ

きますが、請求があった日から残工事の工期

が２カ月以上ある工事が対象となります。 

 それからもう１点は、残工事の対象といた

しまして労務単価の変動比が１％を超える額

が変更の対象となります。ですから、例えば

残工事が1,000万だったとする。それで単価

をはじき直したときに50万上がったとしま

す。そうすると１％分は業者さんが負担して

いただいて、それを超える分40万については
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設計変更で対処するという形になりますの

で、このいわゆる上昇額が１％までいかない

ものについては、対象外という形になりま

す。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 はい、わかりました。あり

がとうございました。 

 前回の委員会で各団体から意見交換した中

で、やはりこの設計の労務単価の話が大分出

てきたと思うんですね。今言った話は、団体

への説明とかそういったものは考えられてい

らっしゃいますか。 

 

○西田土木技術管理課長 インフレスライド

制度に該当する事業、可能性のある事業につ

は、今週の火曜日18日に全ての人に集まって

いただいて、説明会を開催いたしました。 

 

○池田和貴委員 開催した。 

 

○西田土木技術管理課長 はい。開催して、

説明しております。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 １回説明していただいたのでわかると思い

ますが、またいろんなそういう話を聞いた上

で、そのほかの団体からもそういった要請が

あったときには的確に対応してあげていただ

きたいと思います。これは要望でございま

す。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。(｢その他で」と呼ぶ者あり)まず議案の

採決にいきますので、よろしいですか。その

他は後でまた。 

 なければ、これで質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第５号から第７号まで、第12

号、第21号、第22号及び第34号から第39号ま

でについて一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 はい。 

 

○松岡徹委員 １号は挙手採決で。 

 

○内野幸喜委員長 １号ですね。 

 それでは一括採決反対の表明がありました

議案第１号について、挙手により採決いたし

ます。 

 議案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○内野幸喜委員長 挙手多数と認めます。よ

って、議案第１号については、原案のとおり

可決することにいたしました。 

 次に、残りの議案第５号外11件について

は、一括して採決いたします。 

 原案のとおり可決または承認することに御

異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第５号外11件は原案のとおり可

決または承認することに決定いたしました。 

 次に、その他に入りますが、今回の定例会

においては３月に後議分の委員会があります

ので、本日は急を要する案件についてのみ質

疑をお願いいたします。 

 

〇佐藤雅司委員 急を要しますので。 

 ２～３日前の大雪、ダブルで阿蘇地方を襲

いまして、私が小さいころから記憶しておる

限りでは、あんな大雪は初めてじゃないかな

というぐらいの大雪でした。雪はさらさらな

んですが、最初の雪からその次の雪、下が固

まっておりまして、もうダブルでものすごい

重い雪になっておりました。 

 そこで、かなりの被害が出ておるというこ

とで、阿蘇の振興局管内で、特に農業被害が
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よく出ておりまして、最初116棟のハウスあ

たりが倒壊した、あるいは畜舎が倒壊したと

いうことを聞いておりますが、その後200を

超えてさらに300近くになるのではないかな

ということで、阿蘇の振興局あるいは県の園

芸課、課長みずから来て現場を視察をしてい

ろいろなところ、まだまだ実は雪深くて入れ

ないというところも実はあるようでございま

す。 

 そういった中で、御案内のとおり県管理の

３桁の国道、57号以外とかですね、それから

県道等についても、今まで建設産業の皆さん

方との連携をずっととっておりましたので、

あるいは塩まきそれから除雪等々について本

当に頑張ってくれました。私のところにも相

当電話もありまして、土木事務所に電話をか

けたけどもと、あるいは土木事務所に対して

非常に丁寧な対応をしていただいたと、こう

いう褒めの電話もあったようでございまし

て、そういったところは県としてはまあまあ

のところであったかなということであります

が、御承知のとおりこんなに建設産業が縮み

縮んで疲弊している中で本当に頑張ってきて

くれておるところもありますが、もうへとへ

とになって、また降ったからまた行かなんと

ですかということで、最初行ったところをも

う一回やり直さないかぬという状況下にある

というふうに思っております。 

 きのうも、ある建設業が、県議一緒にちょ

っと行ってくれんですかと。とにかく雪深く

て、これまでの重機を持っていって同じ時間

でやったところとはまた別に、相当の手間隙

がかかっておるということであります。 

 そこで、こういう突発的な、これからも天

変地異、天候不順、いろんな気象の変化が大

きくある中で、そういった突発的なものに対

する県のその対応というものも、これまでど

おりではいかぬのじゃないかなという感じが

いたしております。 

 そうしたものについて、もちろん先ほどか

ら話が出ておりますように、いろいろな阿蘇

地域だけじゃなくて応援も支援もしてもらい

たいと思うんですが、やっぱりそうした連携

をさらにさらに深めていく必要があるのでは

ないかなというふうに思っております。 

 市町村道その他はもっと悲惨でございまし

て、国・県道が開いてないからということで

入れないといったところもあるし、あるいは

堤先生のお地元の高森町のように、町長さん

が既にサポーターを形成しておられて、農家

のいろんなトラクターあたりをお年寄りが一

人で住んでおられるところ、あるいは毎日病

院に行かないかぬ、買い物に行かなんところ

がもう出入りもできないというようなところ

を助けに行ってこられたということで感謝さ

れておるようですが、やっぱりそうしたいろ

んな突発的なこの大雪あたりの対策について

も、まあざっと言うならば、このくらいの重

機じゃだめだ、もっとでかいやつを雪国のや

つを何かどこかに配置しておくとか、阿蘇地

方は特殊な地域でございますので、そうした

ものの配置だとかいろんな方法で、ソフト対

策も含めて考えていく必要があるのではない

かなと、こう考えましたので、何か部長、そ

のお気持ちがあるならばちょっと答弁をいた

だきたいと思いますが。 

 

○船原土木部長 雪対策に限らず危機管理と

いうことで、どのレベルまで常日ごろから備

えを持つかというのは、非常に重要なことで

あろうと思っております。当然、レベルを上

げていけばそれなりに初期投資それから、そ

れをずっと毎年維持管理をしなければいけな

いということで、ランニングコストもかかっ

てくる、そういう経済性と地域の、いざ危機

に見舞われたときにそのときの受ける被害、

それらを総合的に判断して、やはりどのレベ

ルまでやるかというのは考えないかぬだろう

と思っております。 

 ですから、今回の雪に対しては振興局頑張
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って、国県道の管理をしっかりやったとお褒

めをいただきましたので、ありがたいと思っ

ております。 

 それで、やはり１カ所、１カ所といいます

か、例えば県が管理をしている中でのそのオ

ーバーを、オーバースペックじゃなくて、そ

れ以上の何か被害が起きたときに、被害とい

いますか雪が例えば降ったときにどうするか

というのは、先般、埼玉県でありましたけど

も、自衛隊の出動をちゅうちょしたという

か、やはり地域の実情が本当に差し迫ったも

のであれば、例えばほかの人の力をかりる、

そういうのも必要になってくるかと思ってお

ります。 

 ですから、今回の雪もそうですけども、や

はりこういう事象に対してしっかり検証をや

って、24年の大災害もそうですけども、やは

りどういう状況があってどういう課題があっ

てというのをしっかり検証をやって把握をし

て、それで対策を考えるということが大事か

なというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○佐藤雅司委員 その検証もしっかりやって

いただきたいと思うんですが、やがて阿蘇地

域は山の地帯で1,300ミリというでかい雨が

降るところでありますので、雨の対策も全く

一緒だと思うんですね、そういった危機管

理、それから日ごろから、ある意味想定内で

頑張っていく必要があるんではないかなと。

検証の中に、やっぱり市町村でもそうであり

ますが、こういうときこそが私は一番勉強が

できるときではないかなというふうに思って

おります。この間の建設産業との話じゃあり

ませんけども、いきなり公務員試験に通りま

したから、県庁職員に通りましたからといっ

て、あしたから仕事ができるという話は私は

ないと思うんですね。やっぱりこういうとき

こそが勉強ができる、いろんな事象、事案に

当たれば、それなりにはレベルは高くなると

いうふうに思っておりますので、そういう意

味でも市町村あたりにもそうした積極的な勉

強の機会というか、そういう事例を参考にし

ながら自分が高まっていくということが必要

だろうというふうに思っておりますので、ぜ

ひそのことも申し上げていきたいと思ってお

ります。ぜひ、その対策も、恐らくいろんな

交付税等々それから塩まきの必要経費は、こ

れから予算等々もずれ込むだろうというふう

に思いますけども、積極的な御支援をお願い

しておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第９回建設常

任委員会を閉会します。お疲れさまでした。 

午後０時14分閉会 
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